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船舶事故調査報告書 

 

                            令和３年６月２３日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 漕手負傷 

発生日時 令和２年６月１３日 ０９時４５分ごろ 

発生場所 神奈川県大磯町大磯港南方沖 

 大磯港西防波堤灯台から真方位２０５°１,５３０ｍ付近 

（概位 北緯３５°１７.５′ 東経１３９°１８.８′） 

事故の概要 遊漁船第六豊漁
ほうりょう

丸は、北東進中、漂泊中のスタンドアップパドル

ボード及び漕手に接触し、漕手が負傷した。 

事故調査の経過 令和２年７月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 第六豊漁丸、１３.４３トン  

ＫＮ２－１３０５（漁船登録番号）、有限会社豊漁丸 

１１.９８ｍ（Lr）×３.５０ｍ×１.０８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３５３kＷ、昭和５７年９月 

第２３５－１４７３０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ６９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年４月２３日 

免許証交付日 平成２９年２月１７日 

         （令和４年３月３日まで有効） 

漕手 ３７歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 軽傷 １人（漕手） 

 損傷 本船 船首部船底に擦過傷 

スタンドアップパドルボード（Ａ艇） 左舷船尾部船底に一部破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客５人を乗せ、釣りの目的

で、令和２年６月１３日０５時００分ごろ大磯港南西方沖の釣り場に

向けて神奈川県平塚市平塚漁港の定係地を出港した。 

 本船は、０９時３２分ごろ大磯港南西方沖の釣り場から同港南方沖

の定置網（以下「本件定置網」という。）東方沖の釣り場に向けて航
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行を開始した。 

 船長は、手動操舵で操船に当たり、約１３ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で東進中、ＧＰＳプロッターで確認した本件定

置網東方沖の釣り場の方を見ながら、同釣り場に向けて左舵を取って

針路を北東に向け始めた頃、右舷船首方約７０ｍにスタンドアップパ

ドルボード（以下「Ｂ艇」という。）を認めた。 

 別のスタンドアップパドルボード（長さ２.００ｍ、幅０.８０ｍ、

厚さ０.２０ｍ、ＦＲＰ製、以下「Ａ艇」という。）は、Ｂ艇の北西方

約１００ｍで漂泊していた。 

Ａ艇に乗って左舷方（西方）を向いて釣りをしていた漕手は、Ａ艇

に向けて間近に接近する本船を認め、シーアンカーを引き揚げてＡ艇

に置いて固定していたパドルを外す時間がなく、危険を感じて海中に

飛び込んだ。 

 船長は、本船が本件定置網南西方沖を北東進中、間もなく、０９時

４５分ごろ、衝撃を感じたので、船尾方を見たところ、Ａ艇が海面に

浮いているのを認め、Ａ艇と接触したことを知った。 

船長は、漕手の安否を確認したところ、漕手が泳いでＡ艇に戻るの

を認めたので、すぐに引き返して右舷船首部から釣り客が漕手及びＡ

艇を本船に引き揚げて救助し、平塚漁港に帰港した後、警察署に本事

故の発生を通報した。 

漕手は、水面下で本船にひかれて左膝
ひざ

及び背中に打ち身及び打撲を

負い、後日、神奈川県海老名市の病院で診察を受けた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ Ａ艇 参

照） 

 その他の事項 神奈川県環境農政局農政水産課のホームページによれば、次のとお

りであった。 

ミニボート、シーカヤック、SUP（スタンドアップパドルボード）

は、小さく目立ちにくいため、漁船や遊漁船、プレジャーボート等か

らの発見が遅れることがあります。万一衝突した場合は重大な事故に

繋がりますので、十分注意してください。 

漁船や遊漁船、プレジャーボートを楽しむ皆様に注意していただき

たいこと 

神奈川県の海では、ミニボート、シーカヤック、SUP（スタンドア

ップパドルボード）を楽しむ方々が多く訪れます。厳重な見張りをお

願いします。 

Ａ艇の色は、側面が黒であり、上面が灰色及び緑色であり、Ｂ艇の

色は、側面及び上面が白色で赤色のマークが付いていた。 

漕手は、黒色のウェットスーツを着用していた。 

船長は、左舵を取って北東方に変針した際、右舷船首方にＢ艇を確

認したものの、Ａ艇の色及び漕手のウェットスーツの色が海面の色と
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同色に見えて分かりづらかったのではないかと本事故後に思った。 

Ａ艇は、本事故当時、船首を北方に向け、高さ約１.５ｍの赤旗を

立てて左舷側からシーアンカーを投入して釣りをしながら漂泊してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、大磯港南方沖において東進中、船長が、Ａ艇の色と漕手の

ウェットスーツの色が海面の色と同色に見えて分かりづらい状況下、

本件定置網東方沖の釣り場に向けて左転し、針路を北東に向け始めた

際、右舷船首方にＢ艇を認めたものの、同釣り場の遠方を見ながら航

行を続けたことから、Ａ艇に接近していることに気付かず、Ａ艇及び

漕手に接触し、漕手が負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が大磯港南方沖を東進中、船長が、Ａ艇の色と漕手

のウェットスーツの色が海面の色と同色に見えて分かりづらい状況

下、本件定置網東方沖の釣り場に向けて左転し、針路を北東に向け始

めた際、右舷船首方にＢ艇を認めたものの、同釣り場の遠方を見なが

ら航行を続けたため、Ａ艇に接近していることに気付かず、本船がＡ

艇及び漕手に接触し、漕手が負傷したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、沿岸の海域では目立ちにくい色のスタンドアップパドル

ボードが釣りを行っている場合もあるので、遠方の目的地を見る

のみならず厳重に付近海域の見張りを行うこと。 

・スタンドアップパドルボードの漕手は、付近の海域を航行する遊

漁船等が自船に気付かない場合もあるので、できるだけ高い位置

に目立つ色の旗（オレンジ色等）を揚げること。また、旗を立て

られない場合は、ウェットスーツが目立ちにくい色が多いので、

目立つ色のものや帽子を着用することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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本船の予定進路 

2,000 m 1,000 0 

本船の航跡 

向かっていた釣り場 

事故発生場所 

（令和２年６月１３日 

 ０９時４５分ごろ発生） 

大磯港西防波堤灯台 大磯港 

大磯町 



- 5 - 

 

写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ艇 

 


